
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

平成２０年２月２８日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

工業用電気ポンプ 

 

 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

 本製品は、工場等の設備・装置に組み込まれることを意図した、化学液の移送・

循環を行うステンレス鋼製及び排水処理・アルカリ性液体・熱媒油等の移送・循環

を行う鋳鉄製のポンプである。 

 

 

○構造、仕様、意匠 

 定 格：２００Ｖ、５０－６０Ｈｚ、１.５ｋＷ以下 

 

 

○主な使用者、販売先 

工場、設備・装置製造事業者 

 

２ 対象・非対象の解釈 

  

 特定電気用品中、電動力応用機械器具の「電気ポンプ」として取り扱う。 

 

（理由） 

 本製品は、構造的に「機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの」に該当しない

ものであることから、「電気ポンプ」として取り扱うことが妥当と判断する。 

 なお、事業用電気工作物に接続して使用される設備・装置に組み込まれる専用の

場合は、非対象として取り扱う。 

 


